
 

 

平成６年１０月２７日制定 

 

 

沖縄総合事務局キャブシステム保安細則（案） 

 

 

（目 的） 

第１条 この細則は、沖縄総合事務局キャブシステム管理規程（案）（以下「規程」という。）

   第 15 条に基づき定めるものでキャブシステムの保安防災の徹底を期することを目的とす

る。 

 

（入溝時の措置） 

第２条  キャブ本体の鍵は、道路管理者が保管する。ただし、事故の発生時等、緊急にキャブ本

   体へ出入りするため必要な鍵は、あらかじめ各占用者が保管することができる。    

  ２  キャブ本体に入溝するときは、入溝の都度道路管理者から鍵の貸与を受け、出溝の都度

   これを遅滞なく返納するものとし、緊急時におけるキャブ本社への出入りにあっては、前

   項のただし書きで保管する鍵を使用することができる。               

  ３  キャブ本体に入溝した者は、「キャブ入溝日誌」に必要な事項を記載し、その都度道路

   管理者に提出し確認を受けなければならない。                   

  ４  第２項及び第３項における鍵の受け渡し及び「キャブ入溝日誌（別添様式－１）」の 

   提出の窓口はキャブシステムの管理を具体的に担当する「道路管理者の国道事務所（出張

   所）」とする。 

（作業時の措置） 

第３条 キャブシステム内で規程に定める作業等を行う場合には、関係法令を遵守すると共に、

   次に掲げる事項を遵守しなければならない。                    

   一 キャブシステムに入溝する場合は、入溝責任者を定めるものとする。 

     入溝責任者は常に道路占用許可（回答）書、又は道路占用物件修繕承認書、若しくは

    キャブ入溝承認書の本紙又はその写しを携行しなければならない。           

   二 入溝者は常に二人以上とし、必ず保安帽、作業衣を着用するとともに入溝責任者は、

    腕章（別図－１）を着用しなければならない。                  

   三 入溝責任者は、出入りに際しキャブシステム内のガスの有無を確認しなければならな

    い。 

   四 溝内での火気使用については、道路管理者が承認した場合以外は使用してはならない。 

         なお、火気の使用にあたっては、消火器を携帯するものとする。 

   五 キャブシステム内は、禁煙とする。 

   六 キャブシステムの構造及び他の収容物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置

    を講ずること。 

     七  キャブシステムの蓋をあけておく場合は、当該箇所に柵、工事標識を設けると共に、

    必要に応じて保安要員を配置し、夜間は赤色灯をつけるなど道路交通の危険防止に必要

    な措置を講ずること。 

     八 キャブシステム内の作業は、道路の交通に著しい支障を及ぼさない時間帯に行うこと。 

   九 工事施行に伴う事故発生を未然に防止するよう万全の措置を講ずるものとし、万一事



 

 

    故が発生した場合は、直ちに緊急措置を講ずると共に、遅滞なく道路管理者に報告する

    こと。 

   十 工事完了後は、工事用材料等を速やかに搬出し、溝内の清掃を行うこと。 

    

（緊急時における通報） 

第４条 キャブシステムにおいて事故の発生又はそのおそれのある場合には、発見者は直ちに別

   図－２の要領で通報しなければならない。 

（溝内の定期清掃） 

第５条 道路管理者は、溝内を常に清潔な状態に保持するため必要に応じ清掃を行うものとする。 

  

（占用工事等の調整） 

第６条 占用者が規程に定める工事等によりキャブシステム内に入溝する場合は、道路管理者は

   作業の次期等について調整するものとする。 

 

（細則に関する疑義等） 

第７条 この細則に定めのない事項もしくは解釈について疑義が生じた場合、又は細則を改正す

   る必要がある場合には、別途道路管理者と占用者が協議して定めるものとする。



 

 

様式－1 
キ ャ ブ 入 溝 日 誌  

                                                 （平成   年   月   日入溝分）                  ＮＯ．       
入溝者                                

                                                                                                入溝責任者               印 
１．入溝状況 

 1.作 業  2.工 事   
入溝目
的 
 3.巡 回  4.その他  

午前               入溝時
間 午後               

天 候
 

            入   溝   主   務   書                       立      会      者          
総責任者  道路管理者  

火気責任者  通信関係者  

連絡者  電力関係者  

作業員    関係者  

入 溝 者    

    関係者  
２．特記事項                                                            ３．チェックリスト 

区分 NO         項        目    確  認 
１ 工事の施行承認を受けたか  

２ 入溝の承認を受けたか  

３ 火気使用の承認を受けたか  

４ 入溝の心得を再確認したか  

事 
前 
事 
項 
５ 必要な立会者に立会要請したか  

１ 使用する鍵の番号はＮＯ．  

２ 保安帽、作業服等の安全装備したか  

３ 非常用の灯具を準備したか  

４ 開口部の保安施設、要員は確保したか  

５ 他の占用物件等に損害を与えなかったか  

６ 禁煙を守ったか  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

７ 器材が溝内に放置してないか  

４．道路管理者特記事項 ８ 継続工事の器材が整理されているか  

９ 出溝時に溝内外の清掃をしたか  

10 出溝時に出入り口を確認したか  

11 入溝日誌に記入漏れがないか  

 
一 
 
 
般 
 
 
事 
 
 
項 

12 鍵を返納したか  

１ 酸欠測定器を準備したか  

 
 
 
 
 
 

  

２ 非常用消火器を準備したか  

５．道路管理者確認 ３ 空気呼吸器を準備したか  

 所   長   係   長 主   務  

特 
殊 
事 
項 ４ 防火シートを準備したか  

     確認者 
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  占用者において、別に定めがある場合は、上記の腕章としないことができる。 

 

別図－２                                        
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